
e-mail  biwakobunkakan@yacht.ocn.ne.jp

〒520-0806　滋賀県大津市打出浜地先

TEL 077-522-8179　FAX 077-522-9634

参加のご予約・お問い合わせは…

【時間】　１３時３０分～１５時　（受付開始　１３時１５分から）
【会場】　コラボしが２１　３階　 大会議室
　　　　　 （滋賀県大津市打出浜２－１）
【募集人数】　２００名　
【受講料】　無料　（事前予約制・当日参加も可）

主催：滋賀県教育委員会
　　　　（主管：文化財保護課）
　　　滋賀県立琵琶湖文化館
協賛：琵琶湖文化館友の会
後援：滋賀県文化財保護連盟
　　　公益社団法人びわこビジターズビューロー

平成26年度　滋賀の文化財講座

専門の文化財担当職員・学芸員がわかりやすく解説いたします。

※ 都合により内容が変更となる場合がございます。

打出のコヅチ

全５回

第１回　５月２２日（木）

県教委文化財保護課各担当

< 講師 >

第２回　６月２６日（木）

　　古川　史隆
（県教委文化財保護課）

< 講師 >

第３回　７月１７日（木）

長谷川　聡子
（県教委文化財保護課）

< 講師 >

第４回　８月２１日（木）

渡邊　勇祐
（滋賀県立琵琶湖文化館）

< 講師 >

第５回　９月１８日（木）

　　矢田　直樹
（県教委文化財保護課）

< 講師 >

彫刻の魅力と保存修理
— 山門自治会馬頭観音像と圓常寺阿弥陀如来像 —

新たな県民のたから
— 平成 25 年度滋賀県新指定文化財説明会 —

西の湖ヨシ地が 『ふるさと文化財の森』 に！
— ヨシ葺屋根を守る取組み —

近江の神と仏
— 山王信仰の形成過程 —

民俗文化財県民フォーラムから
ブロック民俗芸能大会滋賀県大会へ



打出のコヅチ２６

滋賀の文化財講座

平成 年度　全５回

日時・タイトル・講師および内容の一部について、都合により変更となる場合がございます。最新の情報につきましては逐次報

道発表するとともに、滋賀県立琵琶湖文化館ホームページ (http://www2.ocn.ne.jp/~biwa-bun/) にて掲載しますので、直前

にご確認のうえ、参加いただきますようお願い申し上げます。

※

第４回 平成２６年８月２１日（木）

　古くから神が宿ると観念されていた比叡山。 この比叡山に天台宗の宗祖 ・最澄が延暦寺 （比叡山寺） を開創し、 その後、 山王

信仰という神仏習合の現象が展開していきます。 琵琶湖文化館には、 この山王信仰に関わる絵画、 神像、 典籍などが数多く収蔵

されています。 本講座では、 これら関連文化財を読み解きながら、 山王信仰の歴史的展開について解説いたします。

近江の神と仏
— 山王信仰の形成過程 —

第１回 平成２６年５月２２日（木）

　滋賀県教育委員会では平成２５年度に新たに１０件 （建造物４件、美工芸品５件、民俗文化財追加１件） を文化財に指定しました。

本講座では新たに 「県民のたから」 となった１０件の新指定文化財を、 滋賀県教育委員会文化財保護課各部門の専門職員がわか

りやすくご紹介します。

新たな県民のたから
— 平成２５年度滋賀県新指定文化財説明会 —

第２回 平成２６年６月２６日（木）

　滋賀県では毎年、 損傷が著しい文化財 （彫刻） の保存修理がおこなわれています。 伝統的な技術を基礎にしつつ、 新たな素材

を取り入れた緻密な処置により、 多くの文化財がよみがえりました。 本講座では、 平成２５年度に保存修理が実施された山門自治会

（長浜市） の木造馬頭観音坐像 （滋賀県指定文化財）、 圓常寺 （彦根市） の木造阿弥陀如来立像 （滋賀県指定文化財） を取り

上げ、 彫刻史上の価値および保存修理の実施内容や工程や詳細について解説します。

彫刻の魅力と保存修理
— 山門自治会馬頭観音像と圓常寺阿弥陀如来像 —

第５回 平成２６年９月１８日（木）

　今年 11 月９日 （日） に甲賀市水口町のあいこうか市民ホールにおいて、 近畿 ・東海 ・北陸ブロック民俗芸能大会が 13年ぶりに

滋賀県で開催されます。 この大会では、 各地に伝わる民俗芸能の保存継承を図ることを目的として毎年開催しています。

　滋賀県大会では、 大阪、 奈良、 愛知、 富山、 石川の各府県から１団体、 県内から２団体が出演いたします。 本講座では、 今

回出演いたします多様な民俗芸能を紹介するとともに、 その見どころを解説いたします。

民俗文化財県民フォーラムから

ブロック民俗芸能大会滋賀県大会へ

第３回 平成２６年７月１７日（木）

　文化財建造物の保存修理事業では、 建造物を適正に修理することとあわせて、 その建造物に用いられている材料や伝統的な技術

の継承にも取り組んでいます。 「ふるさと文化財の森」 とは、 各材料を供給できる場所を文化庁が設定し、 修理資材の供給地、 ま

た技能者育成のための研修地として活用するものです。 今年３月、 近江八幡市の西の湖の葭地２ヶ所が、 葭地としては全国で初め

て「ふるさと文化財の森」に設定されました。本講座では、葭葺屋根をはじめとした文化財建造物を守る取り組みについてご紹介します。

西の湖ヨシ地が『ふるさと文化財の森』に！
— ヨシ葺屋根を守る取組み —
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